
◆特集 労働法制改悪を許さず 

 - 9 - 

      

は
じ
め
に 

 

厚
生
労
働
省
の
労
働
政
策
審
議
会
で
検
討
さ
れ
て
い
る
労
働

法
制
の
見
直
し
は
「
働
き
方
改
革
関
連
法
」
施
行
後
５
年
の
検
証

な
ど
。
同
時
に
「
労
働
基
準
法
と
労
働
基
準
行
政
の
あ
り
方
に
つ

い
て
抜
本
的
な
見
直
し
」
な
ど
も
論
議
し
て
い
る
。
労
使
の
意
見

の
隔
た
り
が
大
き
く
、
今
国
会
へ
上
程
は
見
送
ら
れ
た
が
、
高
市

政
権
の
下
「
日
本
成
長
戦
略
会
議
」
が
発
足
し
、
労
働
基
準
法
改

悪
の
動
き
が
加
速
し
て
い
る
。
働
き
方
改
革
の
軸
足
を
、
労
働
時

間
短
縮
か
ら
裁
量
労
働
制
拡
大
へ
と
変
更
さ
せ
る
も
の
だ
。
そ
の

狙
い
は
労
働
者
の
裁
量
の
拡
大
で
は
な
く
、
定
額
働
か
せ
放
題
、

し
い
て
は
、
労
働
者
の
使
い
捨
て
に
繋
が
る
も
の
で
総
力
を
挙
げ

て
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
基
法
な
ど
労
働
者
保
護
法
制

の
「
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
」
（
逸
脱
、
適
用
除
外
）
や
裁
量
労
働
制

の
拡
大
に
は
、
労
働
界
・
労
働
弁
護
団
は
一
致
し
て
反
対
を
表
明

し
て
い
る
。 

      

１ 

高
市
政
権
下
で
働
く
ル
ー
ル
の
破
壊 

 

高
市
早
苗
首
相
は
「
も
う
全
員
に
馬
車
馬
の
よ
う
に
働
い
て

い
た
だ
き
ま
す
。
私
自
身
も
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
い

う
言
葉
を
捨
て
ま
す
。
働
い
て
、
働
い
て
、
働
い
て
、
働
い
て
、

働
い
て
ま
い
り
ま
す
」
と
言
い
放
ち
、
過
労
死
・
長
時
間
労
働
の

実
態
を
無
視
し
、
経
団
連
の
裁
量
労
働
制
対
象
業
務
の
拡
大
や
残

業
時
間
の
上
限
規
制
の
緩
和
の
要
求
通
り
、
労
働
時
間
の
規
制
緩

和
を
厚
労
大
臣
に
指
示
し
た
。
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

（
仕
事
と
生
活
の
両
立
）
は
長
時
間
労
働
や
過
重
労
働
が
過
労

死
・
過
労
自
死
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
か
ら
２
０
０
７
年
に
内
閣
府

が
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
憲
章
」
を
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
は
２
０
１
４
年
に
は
議
員
立
法
と
し
て
「
過
労
死
等
防
止
対

策
推
進
法
」
が
衆
参
両
院
と
も
全
会
一
致
で
可
決
成
立
し
た
。
高

市
発
言
と
政
策
指
示
は
こ
う
し
た
経
過
と
現
実
を
無
視
す
る
暴
挙

に
外
な
ら
な
い
。
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
厚
労
省
労
政
審
議
会
で
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は
労
使
協
定
で
労
働
時
間
な
ど
「
法
定
基
準
を
調
整
・
代
替
」
で

き
る
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
等
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
拡
大
は
労
働
基
準
法
の
有
名
無
実
化
と
、
働
く
者
の
権
利
を
法

律
で
保
障
し
た
憲
法
の
形
骸
化
と
も
な
る
。
首
相
の
指
示
は
現
在
、

厚
労
省
労
働
政
策
審
議
会
の
労
働
条
件
分
科
会
で
審
議
さ
れ
て
い

る
「
規
制
見
直
し
」
へ
の
追
い
風
と
な
り
、
首
相
直
轄
の
「
労
働

市
場
改
革
分
科
会
」
と
並
行
審
議
し
て
、
裁
量
労
働
制
の
対
象
拡

大
や
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
の
導
入
ま
で
も
一
気
に
突
き
進
も
う

と
し
て
い
る
。 

 

２ 

経
団
連
経
営
者
の
考
え
る
働
き
方
改
革 

 

経
団
連
の
狙
い
は
「
成
長
と
分
配
の
好
循
環
」
を
求
め
て
の
、

労
使
一
体
で
の
生
産
性
向
上
と
労
働
法
制
の
改
悪
だ
。
経
団
連
は

昨
年
１
月
「
労
使
自
治
を
軸
と
し
た
労
働
法
制
に
関
す
る
提
言
」

で
、
労
働
条
件
の
細
部
は
労
使
自
治
に
委
ね
る
べ
き
と
提
起
し
た
。

「
労
使
協
創
協
議
制
」
を
創
設
し
、
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
を

提
唱
し
て
い
る
。 

ま
た
、
経
団
連
な
ど
使
用
者
側
は
労
政
審
議
会
で
「
首
相
の

指
示
は
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
で
早
期
に
検
討
を
」
と
評
価
。
審

議
会
で
は
議
題
に
も
な
い
違
法
解
雇
の
金
銭
解
決
で
有
識
者
検
討

会
の
設
置
も
確
認
さ
れ
、
経
営
側
は
「
制
度
の
創
設
を
」
と
大
賛

成
。
裁
量
労
働
制
の
対
象
業
務
の
拡
大
や
残
業
時
間
の
上
限
規
制

の
緩
和
を
求
め
て
い
る
。
生
産
性
向
上
は
労
働
者
の
搾
取
を
強
め

る
こ
と
だ
。 

 

３ 

働
く
ル
ー
ル
の
最
低
基
準
を
定
め
た
労
働
基
準
法 

 

労
働
法
制
は
、
使
用
者
と
の
「
支
配
従
属
関
係
」
に
置
か
れ

る
、
弱
い
立
場
の
労
働
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
法
律
で
あ
る
。
ま

た
、
憲
法
は
労
働
条
件
を
労
使
自
治
に
委
ね
ず
「
賃
金
、
就
業
時

間
、
休
憩
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
定
め

る
」（
27
条
）
と
規
定
。
労
基
法
は
「
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す

る
最
低
の
労
働
条
件
で
あ
り
、
こ
の
基
準
を
理
由
に
低
下
し
て
は

な
ら
ず
、
向
上
に
努
め
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
１
条
）
と
明
記
し

て
い
る
。
ま
た
、
違
反
に
は
罰
則
規
定
が
あ
り
、
使
用
者
側
の
順

守
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
労
働
基
準
準
監
督
行
政
と
の
関
係

で
は
、
現
場
主
義
的
な
監
督
指
導
の
弱
体
化
と
監
督
署
の
削
減
に

も
連
動
す
る
。
22
年
の
定
期
監
督
実
施
17
万
事
業
場
の
う
ち

71
％
が
労
基
法
違
反
だ
っ
た
。
職
場
の
法
令
違
反
の
拡
大
も
懸

念
さ
れ
る
。 

 

既
に
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
８
時
間
労
働
の
延
長
と
し
て

「
時
間
外
及
び
休
日
労
働
」（
36
条
）
や
、
裁
量
労
働
制
、
高
度

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
、
賃
金
直
接
全
額
払
い
の
例
外
な
ど
が
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あ
る
が
、
あ
く
ま
で
例
外
規
定
だ
。
労
組
は
、
こ
う
し
た
逸
脱
で

は
な
く
、
労
基
法
の
基
準
を
上
回
る
、
時
短
、
休
日
、
解
雇
規
制

な
ど
を
労
働
協
約
で
実
現
さ
せ
て
い
る
。 

                   

４ 

デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
労
働
者
の
た
め
の
規
制
強
化 

 

連
合
は
労
働
基
準
法
改
正
へ
の
対
応
方
針
を
「
憲
法
が
定
め

る
生
存
権
保
障
の
理
念
に
基
づ
く

労
基
法
の
労
働
者
保
護
の
原
則
を

堅
持
し
、
底
上
げ
・
強
化
、
対
象

者
の
拡
大
が
必
要
と
の
考
え
方
を

表
明
。
労
基
法
の
規
制
の
解
除
を

労
使
の
合
意
に
ゆ
だ
ね
る
『
デ
ロ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
』
の
拡
大
に
つ
い
て

は
法
の
存
在
意
義
を
否
定
す
る
も

の
で
、
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
た
。

ま
た
、
焦
点
の
一
つ
、
過
半
数
代

表
者
に
つ
い
て
は
、
「
集
団
的
労
使

関
係
の
中
核
的
担
い
手
は
労
働
組

合
で
あ
る
こ
と
」
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
過
半
数
代
表
者
に
つ
い
て

は
、
法
律
事
項
へ
の
格
上
げ
な
ど

適
正
化
を
図
る
と
と
も
に
「
労
働

組
合
の
結
成
に
向
け
た
支
援
が
必

要
」
と
し
た
。
加
え
て
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
や
「
同
一
労
働
同
一
賃 
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金
」
の
「
法
規
定
の
強
化
」
な
ど
、
非
正
規
労
働
者
の
処
遇
改

善
の
検
討
も
進
め
る
べ
き
、
と
主
張
。
労
働
基
準
監
督
行
政
の

充
実
・
徹
底
に
よ
る
実
効
性
の
担
保
も
柱
の
一
つ
に
位
置
付
け

た
。
個
別
の
論
点
で
は
、
裁
量
労
働
制
の
規
制
緩
和
は
引
き
続

き
「
行
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
制
は
「
廃
止
を
含
め
て
検
討
す
べ
き
」
。
「
ス
ポ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
へ
の
規
制
の
検
討
も
掲
げ
た
。
副
業
・
兼
業
の
労
働
時
間

通
算
に
よ
る
割
増
賃
金
支
払
い
義
務
は
堅
持
す
べ
き
と
し
た
。 

 

５ 

総
が
か
り
で
労
基
法
の
解
体
を
阻
止
し
よ
う 

 

高
市
政
権
は
こ
の
際
、
一
挙
に
裁
量
労
働
も
解
雇
の
金
銭
解

決
も
法
制
化
す
べ
く
、
次
の
国
会
に
労
働
法
制
の
改
悪
案
を
出
す

の
は
必
至
だ
。
こ
の
間
、
雇
用
共
同
ア
ク
シ
ョ
ン
（
全
労
協
、
全

労
連
、
純
中
立
労
組
等
）
は
何
度
も
、
厚
生
労
働
省
前
で
、
「
労

基
法
解
体
を
許
さ
な
い
」
と
訴
え
る
抗
議
行
動
を
行
っ
た
。
同
ア

ク
シ
ョ
ン
の
土
井
直
樹
事
務
局
長
は
「
す
で
に
低
賃
金
ゆ
え
に
ダ

ブ
ル
ワ
ー
ク
、
す
き
間
バ
イ
ト
な
ど
し
い
ら
れ
て
い
る
実
態
が
あ

り
、
今
で
も
長
時
間
労
働
、
過
労
死
が
後
を
絶
た
ず
、
大
変
な
思

い
を
し
て
働
く
労
働
者
が
多
く
い
る
。
ま
た
、
今
以
上
の
『
働
か

せ
放
題
』
と
な
る
改
革
に
過
労
死
遺
族
か
ら
抗
議
の
声
が
あ
が
っ

て
い
る
。
政
府
や
研
究
会
が
今
す
べ
き
こ
と
は
、
労
働
時
間
規
制

の
デ
ロ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
労
働
時
間
規
制
の
強
化
だ
」
と
批

判
し
た
。
こ
の
ま
ま
労
働
条
件
の
低
下
競
争
を
防
ぐ
一
律
規
制
を
、

企
業
労
使
が
自
由
に
緩
め
れ
ば
、
労
働
者
保
護
規
制
は
機
能
を
失

う
。
労
働
界
・
労
働
弁
護
団
は
一
致
し
て
反
対
を
表
明
し
て
い
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の
垣
根
を
越
え
た
取
り
組
み
が
今
こ
そ
重

要
だ
。 

労
働
者
は
働
く
こ
と
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
、
自
分
の
労
働

力
を
売
っ
て
賃
金
を
得
て
生
き
て
い
る
こ
と
、
日
々
の
労
働
が
過

酷
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
が
苦
し
く
な
り
不
安
に
な
る

と
い
う
実
態
で
あ
り
、
そ
の
強
み
は
、
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
こ
と

だ
。
多
数
は
共
通
の
実
態
か
ら
結
び
つ
き
団
結
す
る
こ
と
で
反
撃

の
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ウ
ソ
と
隠
ぺ
い
」
に
惑
わ
さ
れ

ず
共
通
の
実
態
か
ら
団
結
が
可
能
だ
。 

こ
れ
ま
で
も
、
労
働
界
は
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
（
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
）
と
裁
量
制
拡
大
反
対
で
日
本
労
働
弁
護

団
の
呼
び
か
け
に
連
合
、
全
労
連
、
全
労
協
と
立
憲
民
主
党
、
国

民
民
主
党
、
日
本
共
産
党
、
社
会
民
主
党
が
共
同
参
加
し
て
成
果

を
あ
げ
て
き
た
。 

 
人
間
ら
し
く
生
き
働
く
権
利
と
し
て
闘
い
取
っ
た
最
低
労
働
基

準
改
悪
を
阻
止
し
、
労
働
界
共
同
で
権
利
擁
護
の
運
動
を
職
場
・

地
域
か
ら
全
国
で
取
り
組
も
う
。 

（
こ
ば
や
し 

は
る
ひ
こ
） 


